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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
八
十
三
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
八
項
の
規
定
に

よ
り
一
団
地
の
区
域
等
を
次
の
と
お
り
告
示
し
、
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
十
一
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

対
象
区
域
の
地
名
地
番
及
び
認
定
年
月
日

対
象
区
域
の
地
名
地
番

認
定
年
月
日

大
田
区
下
丸
子
四
丁
目
六
十
五
番
一
の
一

部

令
和
五
年
十
月
十

八
日

二

認
定
計
画
書
の
縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
指
導
課
（
東
京
都
庁

第
二
本
庁
舎
三
階
中
央
）

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
八
十
四
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規

定
に
よ
り
一
団
地
の
区
域
等
を
次
の
と
お
り
告
示
し
、
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
五
年
十
一
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

対
象
区
域
の
地
名
地
番
及
び
認
定
年
月
日

対
象
区
域
の
地
名
地
番

認
定
年
月
日

目
黒
区
中
目
黒
二
丁
目
十
七
番
か
ら
十
九

番
ま
で
、
二
十
八
番
一
、
三
十
一
番
二
、

同
番
四
、
二
百
八
十
三
番
三
及
び
渋
谷
区

恵
比
寿
南
三
丁
目
四
十
八
番
五
の
各
一
部

令
和
五
年
十
一
月

二
日

二

認
定
計
画
書
の
縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
指
導
課
（
東
京
都
庁

第
二
本
庁
舎
三
階
中
央
）

公

告

東
京
都
知
事
表
彰
に
つ
い
て

東
京
都
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年

東
京
都
条
例
第
百
八
十
一
号
）
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
五

年
十
一
月
二
十
一
日
に
表
彰
さ
れ
た
も
の
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
五
年
十
一
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

氏
名
又
は
名
称

事
績
の
概
要

【
青
少
年
健
全
育
成
功
労
者
】

新
井

清
司

渡
部

志
乃

竹
内

陽
治

青
少
年
を
健
全
に
育
成
す
る
た
め
に
多
年
に

わ
た
り
積
極
的
に
活
動
し
、
特
に
顕
著
な
功

績
を
あ
げ
ら
れ
ま
し
た
。

藤
塚

利
男

長
谷
川

豊

鈴
木

俊
朗

髙
安

博

秋
庭

寿
栄

田
沼

保
彦

奥
地

彰
一

石
川

由
喜
夫

志
村

春
次

金
子

勝
治

東
城

恵
美
子

潮
來

み
ど
り

村
上

久
美
子

吉
田

郁
子

中
田

叔
匡

田
尻

真
由
美

小
林

美
奈
子

三
枝

節
夫

高
田

都
子

野
村

勝
太
郎
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宮
﨑

三
七
榮

多
島

三
好

四
宮

淳
司

関
塚

み
よ
子

遠
藤

吉
信

小
川

栄
三

後
藤

重
子

森
園

高
博

岡

由
美

熊
谷

順
子

髙
橋

誠

魚
躬

み
ゆ
き

井
越

裕
子

伊
藤

仁

渡
邊

貴
代
子

櫻
井

ゆ
か
り

和
久
井

茂
文

岩
本

貢
一

小
川

寛
紀

橋
本

よ
し
江

寺
田

達
也

鈴
木

美
貴
子

岡
部

実
加
子

髙
田

礼
子

酒
井

律
子

佐
原

勇

井
沢

啓
一

早
坂

ア
サ
子

熊
澤

祐
子

榊
原

昭

土
井

久
美
子

須
賀

妙
子

手
面

涼
子

鈴
木

茂
克

岩
﨑

久
美
子

柑
子
木

裕
美

柿
内

健
介

染
宮

利
章

篠

政
男

【
青
少
年
健
全
育
成
功
労
団
体
】

ガ
ー
ル
ス
カ
ウ
ト
東

京
都
第
六
十
五
団

青
少
年
を
健
全
に
育
成
す
る
た
め
に
多
年
に

わ
た
り
積
極
的
に
活
動
し
、
特
に
顕
著
な
功

績
を
あ
げ
ら
れ
ま
し
た
。

【
模
範
青
少
年
】

工
藤

心
音

猪
狩

彩

原
島

星
碧
羅

公
共
へ
の
奉
仕
や
青
少
年
の
指
導
な
ど
、
他

の
青
少
年
の
模
範
と
な
る
行
動
を
な
さ
い
ま

し
た
。

【
模
範
青
少
年
団
体
】

深
沢
中
学
校

茶
道

部江
戸
川
区
子
ど
も
会

連
合
会

松
江
南
支

部

公
共
へ
の
奉
仕
や
青
少
年
の
指
導
な
ど
、
他

の
青
少
年
の
模
範
と
な
る
行
動
を
な
さ
い
ま

し
た
。

町
田
市
子
ど
も
セ
ン

タ
ー
つ
る
っ
こ

子

ど
も
委
員
会

南
大
沢
交
通
少
年
団

高
輪
交
通
少
年
団

志
村
消
防
少
年
団

神
田
消
防
少
年
団

優
良
映
画
等
の
推
奨
に
つ
い
て

東
京
都
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年

東
京
都
条
例
第
百
八
十
一
号
）
第
五
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
青

少
年
を
健
全
に
育
成
す
る
上
で
有
益
で
あ
る
も
の
と
し
て
、
次
の
と

お
り
推
奨
す
る
。

令
和
五
年
十
一
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

推
奨
番
号

種
類

名

称

制
作
者
等

推
奨
理
由

四
八
九

映
画

ブ
ル
ー
バ
ッ

ク

あ
の
海

を
見
て
い
た

ロ
バ
ー
ト
・

コ
ノ
リ
ー

青
少
年
を
健
全

に
育
成
す
る
上

で
有
益
で
あ
る

と
認
め
る
。

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
五
年
十
一
月
二
十
一
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

名

取

伸

明

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

あ
き
る
野
市
三
内
字
峰
ヶ
谷
戸
七

十
七
番
五
の
一
部
、
七
十
八
番
三
、

同
番
四
の
一
部
、
八
十
五
番
一
及

び
同
番
四

あ
き
る
野
市
舘
谷
二
百
二
十
二

番
地
九

大
多
摩
開
発
株
式
会
社

代
表
取
締
役

南
澤

敏
雄
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大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
五
年
十
一
月
二
十
一
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産

業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
五
年
十
一
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

有
楽
町
電
気
ビ
ル

二

店
舗
所
在
地

千
代
田
区
有
楽
町
一
丁
目
七
番
一
号

三

設
置
者
名

三
菱
地
所
株
式
会
社
ほ
か
六
名

四

設
置
者
住
所

千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
一
番
一
号
ほ

か

五

変
更
を
行
っ
た
設
置

者
名

三
菱
地
所
株
式
会
社
ほ
か
二
名

六

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

吉
田

淳
一
（
三
菱
地
所
株
式
会
社
）

ほ
か

七

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

中
島

篤
（
三
菱
地
所
株
式
会
社
）
ほ

か

八

変
更
日

令
和
五
年
六
月
九
日
ほ
か

九

届
出
日

令
和
五
年
十
一
月
二
日

十

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
一

縦
覧
期
間

令
和
五
年
十
一
月
二
十
一
日
か
ら
令
和

六
年
三
月
二
十
一
日
ま
で
。
た
だ
し
、

東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成

元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る

休
日
を
除
く
。

十
二

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。
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